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市民の皆さまからのご意見・ご感想をお待ちしております  

新 年 度 予 算 特 別 委 員 会 において予 算 質 疑しました。
本委員会では、健康局、福祉局、環境局を会派代表して質疑しました。（一部抜粋）

令和�年度

Check!

帯状疱疹   ワクチン接種
助成について
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令 和４年９月 の 代 表 質 疑 に お い て、我 が 会 派 より
「帯状疱疹が増えているが、高額であることからワクチン

接種をためらう方もいるので、ワクチン接種に対する費用助成を
神戸市でも導入きないか」と質問した。このたび、兵庫県が令
和６年度より帯状疱疹ワクチン接種助成事業を開始し、県下の
市町が助成する場合に、助成額の�/�、上限�,���円を支給する
ことが発表された。
本市としても兵庫県と連携し、帯状疱疹ワクチン接種助成を早急
に開始すべきと考える。

帯状疱疹の発生を予防するワクチンには生ワクチ
ン※�と不活化ワクチン※�の２種類がある。現在、予防接種法定
上定期接種に位置付けられておらず、全額自己負担、任意接種
となっている。この度、兵庫県より２種類のワクチン種類を問わ
ず、１回に限り市町に補助することになった。期限は令和�年限
りで、令和�年度以降は実施状況を踏まえ、対応を検討したい。
本市でもできる限り早期に実施できるよう検討している。

帯状疱疹ワクチン接種補助が実施される
ことになりました！ 　  （令和６年４月１日より）

● �,���円
● 助成回数１回限り
● ��歳以上の神戸市民対象

※１ 帯状疱疹

※２ 生ワクチン

※３ 不活化ワクチン
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保 険 所 長

令和�年�月��日予算特別委員会 【健康局】質疑

※１

vaccine

水ぼうそうと同じウイルスで発症し、水ぼうそうが
治った後も体内に潜んでおりストレス等によって
免疫機能が低下すると帯状疱疹として発症します。
８０歳までに３人に１人が発症すると言われています。

接種回数１回、7,000～10,000円程度
予防効果 約５０～６０％（1年目）

接種回数２回、40,000～60,000円程度
予防効果 約９７％以上（1年目）
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精神障がい者への入院者の支援については、病院内の
所管が健康局であり、来年度からは市内精神科病院と

連携して積極的な退院促進支
援を行うと聞いている（退院促
進コーディネーター設置）。
福祉局としても健康局と連携
強化して、精神障がい者の地
域定着に向けた取り組みを強
化すべきと考えるが。

各区の地域生活拠点に、令和�年度から地域支援
員という職員を１名ずつ配置しており、地域移行または入院されて
いる方については退院支援の促進について努めるとともに、これ
までも精神障がい者の方については健康局と連携しながら支援に
取り組んでいる。令和�年度からは、健康局で新たに精神科病院
と連携した退院促進支援事業を行うことなのでより一層連携して、
退院後の地域生活の安定のため支援していく。

退院後の事については、退院促進コーディネーター（健康
局）と病院内設置の地

域連携室が連携して調整してい
くとのことだが、精神障がい者
の地域定着には家族との協力
は欠かせないため、「家族会」
等からの声もしっかり聞くべき
と考えるが。

家族の方のご意見は大事だということは重々承知
である。現在、第７期障害者プランを作成している上で、当事者
の方の団体、家族会の方にも参画いただいて具体的な意見を
もらっている。

令和�年�月�日予算特別委員会 【福祉局】質疑
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福祉局での質疑（令和6年3月4日）▲

福祉局での質疑（令和6年3月4日）▲
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 令和�年��月��日令和５年  第�回定例市会

一般質問より

須磨多聞線の安全対策について須磨多聞線の安全対策について須磨多聞線の安全対策について

須磨多聞線の西須磨工区について地域住民に
対して２回説明会が開催された。その際、道路両端部分の

安全対策については「警察と協議している」というだけで全く説明が
なかったことから、参加者からは不安の声を聞いている。
本来、こういった道路整備については安全対策とセットで説明される
べきものであり、安全対策は住民にとって非常に重要な問題である。
再度、早期に安全対策に対しての説明会を開催し、丁寧に説明の上
で住民に理解を求めていくべきと考えるが、見解をお伺いしたい。

御指摘をいただきましたように、
説明会では、須磨多聞線整備後に中央幹線を走行
する一般車両や大型車両が増加することへの懸念
や、これを踏まえた月見山本町２丁目交差点などの歩行者の安全確保
に対する御意見・御要望をいただいたところである。改めて、安全対
策について詳しく説明する場を設ける旨をお伝えしたところであり、
この（昨年度）��月��日にその説明会を開催をしたいと考えている
ところである。
須磨多聞線の整備によって、新たな交差点ができ、また既存の交差点
に接続することにより、交通の流れが大きく変わるため特に歩行者の
安全対策は重要であるというふうに認識をしている。そのため、これ
までも安全対策の検討及び関係者協議を進めてきているが、今後も継
続をしていきたいと考えている。
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一般質問（令和5年10月24日）▲
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